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開会時刻 午後１時３０分 

 

 ただいまから、令和５年第１９回教育委員会定例会を開催します。 

 本日は、１名の方より傍聴の申し出がありますが、許可してよろしいでし

ょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、傍聴人の方の入室を許可します。 

 

〔傍聴人入室〕 

 

日程第１、署名委員を決定します。天野委員と森本委員にお願いします。 

続いて、日程第２、議案の審議にまいります。 

はじめに、継続となっております陳情第１号「中学校英語スピーキングテ

スト結果の令和６年度都立高校入試への活用中止に関する陳情」について審

議いたします。 

これまでに提出されました資料や皆様からの御意見を踏まえて、質問・意

見などございましたらお願いします。また、新たな資料要求もありましたら

お願いいたします。 

 

前回もお聞きいたしましたが、生徒、保護者等から現段階で何か問合せは

ありましたでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。 

 

今現在、問合わせ等はございません。昨年度も同様の陳情がございまして、

昨年度は実施に対する反対の陳情でございました。今年度につきましては、

都立高校入試の活用についての反対の陳情でございます。 

東京都教育委員会は、スピーキングテストを都立高校入試の選抜に活用す

るに当たっては、明確に回答を行っておりまして、例えば、このようになっ

ております。 

受験者が中学校の学習で身につけてきた英語の４技能に係る学習の成果

を、都立高校入試の判断材料とするために、ＥＳＡＴ－Ｊの結果を反映する

と。それから、昨年度はかなり多方面からいろいろな問合せがあったわけで

すけれども、例えば大学入試に、スピーキングを当初予定していたのを途中

で中止したが、ＥＳＡＴ－Ｊも同様に中止したほうがいいのではないかとい



 No. 2  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教育指導課長 

 

 

天 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

うような問合せに対して、ＥＳＡＴ－Ｊにおきましては、課題等については

既に解決されているというふうに都教委は認識しておりまして、文部科学省

も、各学校の個別試験等においては、英語資格、検定試験の活用や、独自の

総合的な英語力試験の実施を支援しており、各大学での活用を拡大している

状況もございます。 

ですので、一方では、スピーキングは試験に活用しないほうがいいという

声がありながらも、他方では、文科省は、このような別の方向での活用も拡

大しているという状況もございまして、東京都教育委員会は、引き続き今年

度以降も、４技能のうちの話すということに関して評価を行い、都立入試に

活用すると、そのようなスタンスを持っております。 

 

実際の試験まで１か月以上ありますけど、学校現場の声はいかがですか。 

 

今は反対云々という段階ではないので、いかに自分の力を発揮するかとい

うところで、学校は対応しているというふうに認識しております。 

 

前々から繰り返しお伝えしていることですが、高校入試は、高校等で決め

ていくことで、私たちが入試の方法について反対というのは筋が違うのかな

と思っています。 

江戸川区は、海外の方がどんどん増えていくということで、日常的に英語

を使わざるを得なくなってくると思っています。スピーキングについては、

区でもサポートしていかなくてはいけないと思っておりますので、スピーキ

ングテストを一つの目標として、みんなが向かっていくという方向性につい

ては、個人的には賛成をしているところですから、高校と結びつけたところ

は、いろいろな皆さん御意見があるかと思いますけれども、繰り返しですけ

れども、スピーキングテストという目標を示すことが、いい方向に進むので

はないかなと思っているところではあります。 

 

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、本日の陳情審議は、次回に継続ということでよろしいでしょう

か。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、陳情第１号は継続といたします。 

次に、第３８号議案「鹿骨小学校・松本小学校統合校の校名案について」

ですが、これは議会に上程される前の条例案することであり、政策形成過程

にある案件であることから、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定める

秘密会として審議したいと思います。この発言に賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

賛成多数と認めます。これより会議は秘密会となります。 

なお、第３８号議案については、議案が議会に上程された後に、議事録の

公開を可能とします。 

傍聴人の方は退出願います。 

なお、秘密会終了後の再入室は可能です。 

 

〔傍聴人退室〕 

 

〔秘密会〕 

〔政策形成過程期間が終了したため秘密会部分を公開〕 

 

それでは、第３８号議案を審議いたします。 

内容について、事務局から説明をお願いします。 

 

鹿骨小学校・松本小学校統合校の校名案について、御説明いたします。 

まず、鹿骨小学校・松本小学校は、令和７年度に統合する予定でございま

す。形態としましては、両校が閉校し対等合併という形態になっております。 

それでは資料に基づきまして、今回、公募概要と御審議いただく内容につ

いて、御説明させていただきます。 

まず、１番の校名案公募の概要にありますように、７月３日から２８日に

かけて公募を行いました結果、２６８件、１２９の校名案を応募いただきま

した。 

これを受けまして、鹿骨小学校と松本小学校の学校評議員、ＰＴＡ役員、

校長、副校長が出席する合同会議で意見交換を行ってまいりました。 
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その結果、６案を合同会議で選定しました。 

つきましては、本日の教育委員会で、この６案の中から校名案一案を選定

いただきたいと思いますので、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

応募された校名案から６案が選定されたということで、その中から、委員

の皆様方、それぞれ御意見をいただきまして、一つの案を選定したいと思い

ます。まず、平井職務代理からお願いします。 

 

前回、御提示されました資料等を見まして、公募の際にいただきました御

意見をふまえ、子どもたちの気持ちも考えると、両校の校名を残す形が良い

という思いがあります。ですので、鹿骨松本小学校という校名が良いと思い

ます。 

 

私も平井委員と同様に、２校が閉校するに当たって、まず、今まで、その

学校に通われた人の思い出が詰まっている校名をそのまま残していくと。 

あと、新たに入ってくるであろう地域の方々も、町名とか、ここが鹿骨、

ここが松本なんだよねということも含めて、町を知っていただく、未来の子

たちにも知っていただくというところであれば、鹿骨松本小学校という校名

が、よろしいのではないかと思っております。 

 

私も、お二方の意見と同じで、今まで、例えば学校ではなくて銀行の合併

の例を考えても、両校の名称、鹿骨松本小学校というように足しているほう

が、折衷案として一番良いと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

私も、皆さんと同じ意見です。前に、ほかの中学校のときに、第一、第二

とか、当時はそういう決め方もあったと思うんですけども、それでも納得で

きて、今回の鹿骨にしても、松本にしても、地域の方にとっては大事な名前

だと思いますので、この二つが一緒になるということですので、鹿骨松本小

学校という名前が良いと思いました。 

 

ありがとうございます。それでは、最後に私からも意見を述べさせていた

だきたいと思います。結論から申しますと、私も皆さんと同様、鹿骨松本小
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学校が良いと考えております。 

私も地域の会合等に参加してきまして、それぞれの小学校の地域の方、学

校関係の方々からは地元や学校への愛着を強く感じました。公募についても

いろいろご意見ありましたが、最終的には、地域の方々にも広い心で了承い

ただきました。これから、１プラス１が３になるような学校をつくっていき

たいということを私もお話させていただきましたけれども、地域の方にも、

しっかりと受け止めていただいて、地域の中には、鹿骨小学校単体でいきた

いとか、松本小学校単体でいきたいという思いも一部あるでしょうけれども、

それではなかなかまとまらないし、最終的には両校の名前をあわせるという

ところが一番良いと、子どもたちにも一緒に仲良く学校生活を送って過ごし

てもらいたいという願いもありますので、皆さん方と同じような形で、考え

させていただきました。 

 

一つ確認ですが、皆さんもそのように考えていると思いますが、漢字表記

での鹿骨松本小学校ということでお願いしたいです。 

 

そうですよね。ここには、両方が漢字の鹿骨松本と、鹿骨は漢字で松本が

平仮名になっているのがありますね。逆のパターンはないですね。鹿骨は必

ず漢字になっています。 

 

不思議ですね。 

 

過去の経緯から言うと、鹿骨という名前も昔から伝統的なものですけれど

も、実は、鹿骨小学校は鹿本小学校から独立しているので、この地域では鹿

本小学校が一番古いです。鹿骨小学校ができるときは、歴史のある名前を使

用し、松本小学校ができるときも、いろいろな経緯があって松本小学校にな

ったと聞いています。今回は、鹿骨松本小学校というように両校の名前を残

すというのが、地域の人たちにも受け入れてもらえると思っています。 

それでは、教育委員会といたしましては、鹿骨小学校・松本小学校統合校

の校名として、「鹿骨松本小学校」を選定し、学校の設置者であります斉藤区

長に、その旨、お伝えいたします。 

なお、統合校の校名の件も含め、区立学校の設置や廃止等につきましては、

議会において、「江戸川区立学校設置条例」の改正について議決を得ることに

より、正式決定となりますので御承知おきください。 

それでは、秘密会はここまでといたします。 
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傍聴人の再入室を認めます 

 

〔秘密会終了〕 

 

〔傍聴人入室〕 

 

続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。 

はじめに、「教育委員会後援名義の使用承認について」報告をお願いします。 

 

本日、２件の後援名義の報告でございますが、１点目の後援名義は、今回

１１回目の申請でございます。行事名は、出前授業「能楽ことはじめ」。申請

者は、緑翔会、松山隆之氏でございます。事業の目的は、江戸川区での能楽

普及とともに、次世代を担う子どもたちに日本文化に触れる機会を提供する。

ユネスコ無形文化遺産に認定されている能楽を通じて、子どもたちの国際的

な視野と豊かな人間性を育むことということでございます。実施日時、会場、

また対象の範囲でございますが、令和５年１０月１７日（火）は、西葛西小

学校を会場とし、６年生に対して行います。１１月２０日（月）は、小岩第

二中学校を会場とし、当校の２年生を対象に行います。１２月５日（火）は、

南小岩第二小学校を会場として、全校児童を対象に行います。また、それぞ

れの学校につきまして、各校の教員や学校関係者ほかも対象としているとこ

ろであります。経費の徴収や賞状・副賞等はございません。 

もう 1 件の後援名義でございますが、今回、２回目の後援名義申請であり

ます。行事名は、日本のおどり子ども体験教室。申請者は、一般社団法人日

本のおどり文化協会であります。事業の目的は、日本のおどりを維持し、そ

の普及と発展を図り、各地域の多様な参画を得ながら、日本の伝統文化を子

どもたちに様々な形で触れてもらうことで、創造性豊かな子どもたちの育成

を目的とするものであります。実施日時は、令和５年１１月１日から令和６

年１月３１日にかけた期間でございます。会場は、タワーホール船堀、北葛

西コミュニティ会館、東部フレンドホールを会場といたします。区内在住の

小・中学生が対象でございます。 

次のページを御覧いただきますと、こちら「能楽ことはじめ」の企画書で

ございますけれども、中ほどに、事業計画・内容というところがございます

が、そちらのところを御覧いただければと思うんですけれども、こちらにつ

きましては、社会科［室町文化］・音楽科［伝統芸能］の体験の機会としての

実演。また、現在に息づく日本文化への興味を促すことにより自国への関心
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を深める。さらに、演劇を通じて表現力の魅力を探る。さらに中学生におい

ては、職業としての伝統芸の捉え方にも触れる機会ということで実施をしま

す。 

感染拡大防止ということで、次のページにございますような対策を取りな

がら実施をするというふうにお答えしているところでございます。 

次の次のページを御覧いただきますと、もう一つの後援名義の事業につき

ましての事業計画書を添付させていただきました。事業名にございますよう

に、こちらは文化庁の補助事業でございます。開催日時が、８月１日から来

年の１月３１日までとなってございますが、前回、承認をいただきました１

回目の後援名義におきまして、８月１日から１０月末日までの分の内容の承

認をいただいてございます。今回は後半分、１１月から１月にかけての分の

申請でございます。会場は、先ほど申し上げた三つの会場になりまして、事

業内容・プログラムのところを御覧いただきますと、内容といたしましては、

日本のおどりの稽古を合計１０回。さらに、それぞれの会場で発表会を行う。

こちらが、８月から１月にかけての全体の内容でございます。 

なお、本部発表会実施ということで、１月６日にタワーホール船堀で発表

会を行いますが、こちらは教育委員会ではなくて、区の後援名義を取得され

るというふうにお聞きしてございます。 

 

ただいまの件につきまして、質問、意見などがあれば、お願いします。 

 

二つ目の日本のおどりで、日本のおどりというのは、どのようなおどりの

ことなのか教えていただきたいです。おどりと言われると、何か地域性を生

かしたそれぞれの町の伝統的なおどりなのか、日本舞踊なのか。 

 

具体的なおどりの内容につきましては、詳しくお伺いしていないところで

はありますけれども、こういった形で着物を着て踊るというようなところは

書いてあるんですけども、具体的なおどり、どこの流派とかというところは、

資料の中には記載がございません。 

 

盆おどりのおどりなのか、日本舞踊なのか。日本のおどり、例えば、そこ

まで追求することではないと思うものの、伝統文化と言いましたか。 

 

端的に申し上げると盆おどりです。 
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盆おどりなんですね。なるほど、そうですよね。逆に、町の活性化にもつ

なげられるというところでもありますね。ありがとうございます。 

子どもたちが楽しく参加できると思います。結構、盆おどりって威勢があ

あったり、地域性がありますので、その辺で文化につながっているんだなと

思いました。ありがとうございます。 

 

具体的には東京音頭とか、それに合わせて踊るものもありますね。 

 

地域のおどりということですね。それぞれの盆踊りも、多分、風習とかい

ろいろなものがありますね。ありがとうございます。 

 

出前授業「能楽ことはじめ」ですが、以前、井戸委員と一緒に松山先生の

公演を見させていただきましたけど、正直やっぱり難しいかなって感じると

ころもありまして、能楽に関する知識が皆無ということもあるんですが、松

山さんはＰＴＡ会長でもありまして、精力的に小学校、中学校で授業を実施

していただいていますので、子どもたちにも能に興味を持っていただいて、

中学生においては、職業としての伝統芸能の捉え方にも触れるということで

すで、それも大切なことだと思います。 

また、日本のおどり子ども体験教室のほうは、天野委員の的確な御質問を

お聞きしてなるほどという部分もありました。各地域で町会・自治会の本部

にもやはりあると思いますので、なかなか覚えていなくて、結構年齢層が高

い方々がいらっしゃるケースが多いと思うんですが、子どもたちが率先して、

踊れるような、そんな流れになっていけばいいかなと思います。 

 

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

 

私は、出前授業の「能楽ことはじめ」に関してなんですけども、本当にそ

ういう方が地域にいらっしゃる、江戸川区にいらっしゃるというのは、とて

も子どもたちにとってもありがたいなと思います。なかなか触れる機会はな

くて、実際に自分で行こうかなと思うと、すごく値段も高いですから実際に

やってくださるというのは、とてもありがたいなって思います。 

ちなみに、見させていただいたときには、娘さんがやっていまして、もう

本当に真剣そのもので、小学生がここまでやるんだなということで何かまた

違う感動を覚えたんですけれども、いずれにしても、とてもありがたいなと

思っております。 
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ありがとうございました。私もなかなか見る機会がなかったんですけど、

昨年たまたま国立能楽堂というところに初めて行かせていただいて、日本の

伝統文化を肌で感じました。なかなか難しいところもありますけど、やっぱ

り、それらは一人でも、二人でも、興味、関心を持って、いろいろな世界に

関わって、そこで入っていくのもいいのかなと思います。 

あと、松山さんがいろいろ本当にＰＴＡ会長さんもやられていたし、地域

貢献で地域のお祭りですとか、いろいろなところで防犯的なこともやられて

いますし、本当に、区にそういう方がいらっしゃるというのは、ありがたい

ことですし、子どもたちもすばらしい文化を吸収していただけるかなと思う

ところでございます。 

それでは、この件につきましては、報告は以上ということで、了承いたし

ます。 

次に、「教職員の人事について」の報告にまいりますが、これは人事に関す

る案件であるため、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定める秘密会に

より審議したいと思いますが、この発言に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

賛成多数と認めます。これより会議は秘密会となります。 

傍聴人の方は、退出願います。 

なお、秘密終了後の再入室は可能です。 

 

〔傍聴人退室〕 

〔秘密会〕 

〔秘密会終了〕 

〔傍聴人入室〕 

 

次に、「令和４年度における本区の暴力行為・いじめ認知件数・不登校の状

況について」報告をお願いします。 

 

では、お手元に令和４年度における本区の暴力行為・いじめ認知件数・不

登校の状況について（概要）を御用意いただければと思います。 

左側、調査対象期間ですけれども、令和４年４月１日から令和５年３月３

１日まで。調査項目は、以下、三つでございます。実施学校数が、令和４年
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度ですので小学校６９校、中学校３３校でございます。 

右手、２番、暴力行為の状況ですが、本区の小学校において、発生件数は

１９８。１校当たりの件数にしますと２．８６。中学校については、発生件

数が８９。１校当たりの件数が２．６９。昨年度と比べますと、小学校は微

減、中学校が増となっております。 

３番、いじめ認知件数の状況でございます。本区の小学校においては、認

知件数が４，１８７。中学校が３７４でございます。こちらは昨年度と比べ

ますと、小・中ともに増でございます。 

最後、４番、不登校の状況ですが、本区の小学校、不登校数が５９６。出

現率にしますと１．７９。中学校が不登校数１，１７２。出現率が７．７２。

こちらにつきましても、昨年度と比べますと増となっております。 

 

ただいまの件に関しまして、質問等あれば、お願いします。 

 

いじめの認知件数なんですけど、小学校が国と比べたら非常に多くなって

いますけど、これは国と区では認知の基準が違うんでしょうか。倍ぐらいに

なっています。 

 

御指摘のとおり、国と比べるとといいますか、各区市町村によっても、認

知件数にばらつきがある現状はございます。本区としては、積極的な認知と

いうのを、校長先生はじめ、教員にも依頼をしてきましたので、軽微なもの

であっても数としてあげて、すぐに対応するように依頼してきた結果かなと

思っております。 

 

ほかいかがでしょうか。 

 

二つほど、御質問です。 

まず一つが、不登校の子どもたちなんですけれども、そのままずっと学校

へ行ってなくて、卒業式を迎えられなかった子というのは、まずいるのでし

ょうかということが１点と。 

もう一つは、いじめ件数のお話を受けて、小さいことまで拾っていただけ

るということで、物すごくありがたいなというのが８割。残りの２割が、ち

ょっとしたところが大人になるための準備運動ではないんですが、ある意味、

いじめはあってはならないけれども、いじめで少し鍛えられる部分も必要か

な、社会人になるに当たって。そういったところは、その辺のあんばいとい
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うか、そのところを含めたいじめのあったときの対応を心がけていらっしゃ

いますかというところの二つのお伺いです。 

 

まず、不登校についてですけれども、おっしゃるような生徒がいるのは事

実だと思いますが、今、区教委としても、自宅等における学習を出席として

積極的に認めていくということについては、学校に依頼していることもあり

まして、学校外の機関等におけるというところで出席扱いをしてるという子

もいます。まだ多くはないですけれども。そういった意味で、ずっと欠席が

続いてるという子については、年々減ってきているのかなとは思っています

が、すみません、今ここに詳細な数字がないので申し上げられない状況でご

ざいます。 

あと、いじめにつきましては、確かに積極的な認知をして、数が増えれば

増えるほど、学校の対応は増えていくところではありますけれども、本調査

について、小学校については約８９％が解消しております。中学校について

は９３％近くが解消しておりますので、やはり初期対応で、まだもめごとが

大きくならないうちに、適切に指導している成果なのかなというふうには思

っていますが、逆に言いますと、１０％ぐらいのものがこじれて残っている

ところもありますので、そういったことについては、教育指導課、教育研究

所もかかわりながら、解決に向けて尽力している状況でございます。 

 

ということは、例えば、入り過ぎずというところも、適切に御対応されて

いる。入り過ぎてしまって、子どもたちがお互いにここのところ少しずつ成

長していっているのを見守らなきゃいけないときもあるのかなと思っている

中で、それだけ適切にちゃんとお答えいただけているというところで、よろ

しかったですね。 

 

おっしゃるとおりでございまして、ただ、学校として認知した以上、その

状況がどうなったのかということを本人確認する、または保護者に報告する

ということが必要になってくるので、加減はもちろんおっしゃるとおり、ち

ょっと引く場面もあるかとは思うんですけれども、引きっ放しってことには

認知した以上はできないので、何かしらの対応をしている現状でございます。 

 

ありがとうございます。 

 

今もいじめアンケートとかってやっているでしょう。 
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やっています。学期に一回はやっています。 

 

学期に一回はやっているし、それ以外にパソコンでアンケートなどもやっ

ているところで、丁寧に、もちろんいじめゼロになるのが一番いいでしょう。

なかなかそういう世界ではないので、正直に出して、早期対応、早期解決。

それをもっとやっていけば、この数字だけじゃないのかな。学校によって、

なかなか外にそれが出てこない。恥ずかしいとか、何やっているのって言わ

れてしまうと、実際には例えば、いじめが１０ぐらいあるのに０の報告して

いた学校も昔はあったんです。アンケートさせていただいて、いじめを認め

るわけない、いじめは絶対によくないけれども、あったとしたらすぐ解決し

ていく。そういうやっぱり学校力が大事ですね。 

 

文部科学省の東京都の発表もあったかと思いますが、全国と比べて、東京

都と比べて２３区内では、増加傾向、多いのか少ないかという調査の数値は

ありますでしょうか。 

 

２３区の状況については、今、手持ちとしては分かりません。申し訳あり

ません。 

 

後で分かりますか。 

 

調べてみます。 

 

のちほどお願いします。 

 

不登校の状況で、中学校、前年度に比べて、かなりのポイント下がってい

るかと思うんですけども、ここは何か展開、もう一度考えていますか。 

 

これは、我々の中での話にはなってしまうんですけれども、一つは、コロ

ナ禍が明けたことによって、生徒間の接触など、いろいろなことが急激に復

活してきたことにより、それに対応し切れない生徒がいるということは聞い

ております。 

あとは、我々としてはいいことといいますか、前向きな思いではあるんで

すけれども、世の中の動きとして、不登校にある状態の子たちについて、学
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校に来られないことが悪いことではないというものが、生徒自身、そして保

護者も、広く、少しずつ浸透してるのかなと感じます。 

ただ、やはり学校に来てほしいという思いを持ち続けているので、学校復

帰に向けての取組というのは、もちろん推進していくんですけれども、どう

にもならない場合についても、認めていくという考え方自体が、広まってき

ているところなのかなというふうに感じております。 

 

不登校というのは多様化してるんですけれども、今の状況を見つめる。学

校にいろいろな理由で学校に行けない子どもたちの困り感を理解して、寄り

添って、現状を認めて、ただ、そうはいっても進路のこととかもありますよ

ね。そういったところ、高校進学がゴールじゃなくて、最終的な社会自立を

目指しての途中の段階的な、そういった指導があるかどうかというところで、

こういう数値的にも上がっています。 

ただ、私たちとしては、子どもたちが学校へ行って、先生や友達と切磋琢

磨して成長していくという姿をどうしても見たいんで、やはり子どもは学校

が楽しい、明日も行きたいなって思ってもらえるような学校にしていくとい

うことで、今頑張っているわけで、もちろんいろいろなお子さんがいますけ

れども、いろいろな子たちの声を聞いても、やっぱり学校には行きたいんで

す。実際には。ただ、行きたいんだけど、行けないというジレンマがある。 

そういったところをしっかりくんであげて、何か困難になったところを取り

除いてあげるというのが、我々の大人としての仕事でもあるし、学校はこん

なに楽しいところなんだってというのを味合わせてあげたいですよね。 

実際に夏休みで、不登校の子どもたちを対象にした自然体験教室に行って、

私、何人かの子どもたちと話して、学校行きたいんだけどね、行くと僕浮い

ちゃうんだよねとか、そんな感じで行かない子もいるし、普通に挨拶もでき

るし、元気よい子でもね。そこの校長さんとも話、一緒にしたんですけどね。

学校に原因があるのか、家庭とかね、いろいろとあるでしょうけど、でも、

やっぱり行きたいという気持ちは持っているという、我々のスタンスで、子

どもたちと向き合って行かなくてはいけないかなと思っているところでござ

います。 

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 
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次に、「いじめ電話相談について」報告をお願いします。 

 

それでは、お手元の令和５年度９月のいじめ電話相談について御確認いた

だければと思います。令和５年度の９月のいじめ電話相談につきましては、

１件ございます。報告は以上です。 

 

いじめ電話相談に関して、いかがでしょうか。 

 

先ほどからの続きになってくるかもしれませんけれども、ぜひ引き続き、

丁寧な対応というか、適切な対応をしていただければと思います。 

 

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

 

今回９月のケースは、小学校５年生の女子について、架電者が父親となっ

ておりますが、お父さんがこのいじめの電話相談をしたさいのトーンなどわ

かりましたら教えてください。 

 

本件につきましては、もう既に教育研究所と連携して、我々も入らせてい

ただいておりまして、学校、そしてお父様の思いを聞く中で、丁寧に対応し

ている最中でございます。 

 

ほかいかがでしょうか。 

なければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

以上をもちまして、令和５年第１９回教育委員会定例会を終了します。 

 

閉会時刻 午後２時２９分 

 

 

 


